
　　　　　　虐待の防止って？

　　　　　　　Ａ．虐待防止はとても重要なことなの。

子どもだけではなく、すべての人々に対する虐待を防止することは強く求められるのよ。

多くは、単に「虐待」と思われがちだけれど、すべての虐待は犯罪行為である、ということをきちん

と認識しなければいけません。

また、どんな人に対しても、虐待は犯罪である、と言えなければいけないわ。

虐待防止のために、欠かせないことは

①虐待の早期発見に努める

②虐待発見時の通報

虐待を受けたのかなと思われる人を発見した者は、市町村に通報しなければいけないの。

虐待を受けた本人が、自分から市町村に届け出ることも出来ます。

通報したことを理由に、通報者に対して解雇や不利益な取り扱いをすることも許されていないの

よ。

虐待かも、と疑わしいときは、もう通報しなければいけないの。

早ければ早いほど良く、遅ければそれだけ悲しいことにつながりやすいからよ。

市町村への通報により、実地指導や監査などの監督権限が行使されることになります。

放課後等デイサービス事業所で出来る取り組みとしては、管理者が虐待防止の責任者となっ

て、行動規範や、虐待防止マニュアルを作成して、周知を徹底する。

従業員の意識改革も重要で、虐待は犯罪である、という意識改革を持つことが必要になってくる

の。

虐待防止は個人の意識も大切だけど、組織的な対応を心がけるのも大切なのよ。

人権意識を高める取組みとして、研修を実施することも必要だわ。

苦情解決体制をきちんと整備して、いろいろな声を拾い上げることも大事なことなのね。

事業所の運営に限らず、虐待防止対策を行うことはきわめて重要なのよ。

障害者虐待防止法が施行され、通報が義務になりました。

通報を受けた行政による実地指導についても法律に規定されています。

https://kyoto-christ.org/files/koguma/colume/033.pdf
https://kyoto-christ.org/files/koguma/colume/038.pdf
https://kyoto-christ.org/files/koguma/colume/001.pdf
https://kyoto-christ.org/files/koguma/colume/024.pdf
https://kyoto-christ.org/files/koguma/colume/081.pdf
https://kyoto-christ.org/files/koguma/colume/034.pdf
https://kyoto-christ.org/files/koguma/colume/007.pdf
https://kyoto-christ.org/files/koguma/colume/048.pdf
https://kyoto-christ.org/files/koguma/colume/061.pdf
https://kyoto-christ.org/files/koguma/colume/100.pdf


なによりも、虐待は犯罪、なの。

障がい福祉施設に限らず、いかに虐待を未然に防ぐかということを実践していって、虐待を行わ

せない、ということを徹底していかなければいけないのよ。

主な連絡先を挙げておきます。

　□児童相談所虐待対応ダイヤル（２４時間）　１８９
　□２４時間子供ＳＯＳダイヤル　０１２０・０・７８３１０
　□よりそいホットライン（２４時間）　０１２０・２７９・３３８
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《個人情報同意書っていうのは？　　　　　　　　　　　　苦情があったらどうするの？》　　　　　　　　
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https://kyoto-christ.org/files/koguma/colume/046.pdf
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